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 ２月２６日（水）第２日  午前１０時００分開議 

 出席議員  

     １番  長 坂 実 子     ２番  角 増 正 裕 

     ３番  重 長 英 司     ４番  岡 野 数 正 

     ５番  熊 倉 正 造     ６番  平 川 博 之 

     ７番  酒 永 光 志     ８番  上 本 一 男 

     ９番  花 野 伸 二    １０番  沖 元 大 洋 

    １１番  上 松 英 邦    １２番  山 本 秀 男 

    １３番  胡 子 雅 信    １４番  林   久 光 

    １５番  登 地 靖 徳    １６番  浜 西 金 満 

    １７番  山 本 一 也    １８番  吉 野 伸 康 

 

 欠席議員 

    なし 

 

 本会議に説明のため出席した者の職氏名 

    市長       明岳 周作    副市長      土手 三生 

    教育長      小野藤 訓    総務部長     仁城 靖雄 

    危機管理監    加川 英也    市民生活部長   山井 法男 

    福祉保健部長   山本 修司    産業部長     長原 和哉 

    土木建築部長   廣中 伸孝    企画部長     江郷 壱行 

    教育次長     小栗  賢    企業局長     木下  隆 

    消防長      丸石 正男 

 

 本会議に職務のため出席した者の職氏名 

    議会事務局長    志茂 典幸 

    議会事務局次長   奥迫 理香 

 

 議事日程 

  日程第１  議案第２７号 令和元年度江田島市一般会計補正予算（第５号） 

  日程第２  議案第２８号 令和元年度江田島市国民健康保険特別会計補正予算 

               （第３号） 

  日程第３  議案第２９号 令和元年度江田島市後期高齢者医療特別会計補正予算 

               （第１号） 

  日程第４  議案第３０号 令和元年度江田島市介護保険（保険事業勘定）特別会 

               計補正予算（第４号） 

  日程第５  議案第３１号 令和元年度江田島市介護保険（介護サービス事業勘定） 

               特別会計補正予算（第１号） 

  日程第６  議案第３２号 令和元年度江田島市住宅新築資金等貸付事業特別会計 
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               補正予算（第１号） 

  日程第７  議案第３３号 令和元年度江田島市地域開発事業特別会計補正予算 

               （第１号） 

  日程第８  議案第３４号 令和元年度江田島市宿泊施設事業特別会計補正予算 

               （第３号） 

  日程第９  議案第３５号 令和元年度江田島市交通船事業特別会計補正予算（第 

               １号） 

  日程第１０ 議案第３６号 令和元年度江田島市水道事業会計補正予算（第３号） 

  日程第１１ 議案第３７号 令和元年度江田島市下水道事業会計補正予算（第３ 

               号） 

  日程第１２ 市長施政方針 

  日程第１３ 議案第１号  令和２年度江田島市一般会計予算 

  日程第１４ 議案第２号  令和２年度江田島市国民健康保険特別会計予算 

  日程第１５ 議案第３号  令和２年度江田島市後期高齢者医療特別会計予算 

  日程第１６ 議案第４号  令和２年度江田島市介護保険（保険事業勘定）特別会 

               計予算 

  日程第１７ 議案第５号  令和２年度江田島市介護保険（介護サービス事業勘定） 

               特別会計予算 

  日程第１８ 議案第６号  令和２年度江田島市住宅新築資金等貸付事業特別会計 

               予算 

  日程第１９ 議案第７号  令和２年度江田島市港湾管理特別会計予算 

  日程第２０ 議案第８号  令和２年度江田島市地域開発事業特別会計予算 

  日程第２１ 議案第９号  令和２年度江田島市宿泊施設事業特別会計予算 

  日程第２２ 議案第１０号 令和２年度江田島市交通船事業特別会計予算 

  日程第２３ 議案第１１号 令和２年度江田島市水道事業会計予算 

  日程第２４ 議案第１２号 令和２年度江田島市下水道事業会計予算 
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開会（開議）  午前１０時００分 

 

○議長（吉野伸康君）   皆さんおはようございます。 

 傍聴者の皆さん、朝から傍聴、御苦労さまでございます。 

 それでは、ただいまから令和２年第１回江田島市議会定例会２日目を開きます。 

 ただいまの出席議員数は１８名であります。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付したとおりであります。 

 

日程第１  議案第２７号 

 

○議長（吉野伸康君）  日程第１、議案第２７号 令和元年度江田島市一般会計補正

予算（第５号）を議題といたします。 

 直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。 

 明岳市長。 

○市長（明岳周作君）  失礼いたします。皆様おはようございます。 

 本日もどうぞよろしくお願いいたします。 

 ただいま上程されました、議案第２７号 令和元年度江田島市一般会計補正予算（第

５号）でございます。 

 令和元年度江田島市一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ７億２，１４９万３，０００円を

減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１７０億８，０１５万４，０００円と

する。 

 第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 継続費の補正。 

 第２条 継続費の変更は、「第２表 継続費補正」による。 

 繰越明許費の補正。 

 第３条 繰越明許費の追加は、「第３表 繰越明許費補正」による。 

 債務負担行為の補正。 

 第４条 債務負担行為の追加及び変更は、「第４表 債務負担行為補正」による。 

 地方債の補正。 

 第５条 地方債の追加、廃止及び変更は、「第５表 地方債補正」による。 

 内容につきましては、総務部長から説明をいたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉野伸康君）  仁城総務部長。 

○総務部長（仁城靖雄君）  それでは、議案第２７号につきまして歳入歳出補正予算

事項別明細書で御説明をいたします。 

 事項別明細書の４６ページ、４７ページをお願いいたします。 
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 初めに、歳入からでございます。 

 １款市税、１項市民税、１目個人は、収入見込みによります現年課税分の減額補正及

び滞納繰越分の増額補正でございます。 

 ２目法人、その下の２項固定資産税、１つ飛びまして４項市町村たばこ税及び５項入

湯税は、それぞれ収入見込みによります減額補正でございます。 

 このページ中段の３項軽自動車税、２目環境性能割は、課目新設に伴います増額補正

でございます。 

 ４８ページ、４９ページをお願いいたします。 

 ３款利子割交付金、４款配当割交付金、５款株式等譲渡所得割交付金、６款地方消費

税交付金は、国からの交付見込みによります減額補正でございます。 

 ５０ページ、５１ページをお願いいたします。 

 国からの交付見込みによりまして、７款自動車取得税交付金では減額補正、８款環境

性能割交付金では増額補正、１０款地方特例交付金では減額補正をそれぞれ行っており

ます。 

 １３款分担金及び負担金、２項負担金、１目民生費負担金は、保育施設保育料等保護

者負担金の収入見込みによります増額補正でございます。 

 １４款使用料及び手数料、１項使用料、５目商工使用料は、やすらぎ交流農園使用料

の減額補正でございます。 

 ５２ページ、５３ページをお願いいたします。 

 ２項手数料、６目消防手数料は、保安検査手数料の減額補正でございます。 

 １５款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金は、障害者自立支援給付

費負担金の増額補正を。また、障害児通所給付費等負担金の減額補正を行っております。 

 ３目災害復旧費国庫負担金は、災害復旧費負担金の減額補正でございます。 

 ２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金は、個人番号カード交付事業費補助金の増額

補正でございます。 

 このページ下段から５４ページ、５５ページをお願いいたします。 

 ２目民生費国庫補助金は、地域生活支援事業費補助金、母子・父子家庭等対策総合支

援事業費補助金、次のページの児童手当交付金で実績見込みによります減額補正を行っ

ております。 

 ３目衛生費国庫補助金は疾病予防対策事業費等補助金の減額補正。 

 ４目農林水産業費国庫補助金は実績見込みによります農山漁村地域整備交付金の減額

補正でございます。 

 ５目土木費国庫補助金は、道路橋りょう費補助金、都市計画費補助金及び住宅費補助

金で、社会資本整備総合交付金を減額補正。同じく住宅費補助金で空き家対策総合支援

事業補助金の減額補正を行っております。 

 ７目商工費国庫補助金は、プレミアム付商品券発行事業事務補助金の実績見込みに伴

います減額補正でございます。 

 ３項委託金、２目民生費委託金は年金生活者支援給付金事務委託金の増額補正でござ

います。 
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 ５６、５７ページをお願いいたします。 

 １６款県支出金、１項県負担金、１目民生費県負担金は実績見込みによりまして、障

害者自立支援給付費負担金を増額補正、後期高齢者保険基盤安定負担金、児童手当負担

金、児童福祉費負担金で減額補正をそれぞれ行っております。 

 ２項県補助金、１目総務費県補助金は、実績見込みによります生活航路対策事業補助

金等の減額補正でございます。 

 ２目民生費県補助金は、地域生活支援事業費補助金、福祉医療費公費負担事業費補助

金、同じく施行事務費補助金、隣保館運営事業費補助金で、実績見込みによります減額

補正を行っております。 

 ４目農林水産業費県補助金は、水産基盤整備事業補助金の減額補正でございます。 

 ５８ページ、５９ページをお願いいたします。 

 ６目土木費県補助金は、道路橋りょう費補助金で、県移譲事務交付金の増額補正、石

油貯蔵施設立地対策等交付金の減額補正を、河川費補助金で県の追加交付に伴います急

傾斜地崩壊対策事業費補助金の増額補正を、住宅費補助金でがけ地近接等危険住宅移転

事業費補助金等の減額補正を行っております。 

 ９目災害復旧費県補助金は、農地災害復旧費補助金及び農業施設災害復旧費補助金で

増額補正を、土木施設災害復旧費補助金で、県の追加交付に伴います急傾斜地崩壊対策

事業費補助金（災害関連）の増額補正でございます。 

 ３項委託金、１目総務費委託金は、県民税徴収事務取扱委託金の増額補正を、県議会

議員選挙委託金、経済センサス調査委託金で、実績見込みによります減額補正を行って

おります。 

 ２目民生費委託金は、災害救助法事務委託金の減額補正でございます。 

 ６０ページ、６１ページをお願いいたします。 

 １７款財産収入、１項財産運用収入、２目利子及び配当金は、基金運用に伴います財

政調整基金利子などの増額補正でございます。 

 ２項財産売払収入、１目不動産売払収入は、実績見込みによります土地や建物の売払

収入の減額補正でございます。 

 ２目物品売払収入は、大黒神島の砕石契約に伴います石売払収入の増額補正でござい

ます。 

 １８款１項寄附金、２目指定寄附金は、社会教育費寄附金、災害支援ふるさと寄附金、

緑化寄附金及び災害復旧費寄附金の増額補正でございます。 

 ６２ページ、６３ページをお願いいたします。 

 １９款繰入金、１項特別会計繰入金、２目住宅資金等貸付事業特別会計繰入金は、特

別会計の補正に伴います繰入金の増額補正でございます。 

 ２項基金繰入金、１目財政調整基金繰入金は、歳出の減額補正に伴いまして、一般財

源部分も減額が見込まれることから減額補正を行っております。 

 ２１款諸収入、１項１目延滞金、加算金及び過料は、実績見込みによります延滞金の

減額補正でございます。 

 ４項受託事業収入、１目民生費受託事業収入は、受託入園者の増加に伴います保育事
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業受託収入の増額補正でございます。 

 ３目農林水産業費受託事業収入は、実績見込みに伴います海岸保全施設管理事業受託

収入の増額補正でございます。 

 ごめんなさい、海岸保全施設管理運営受託事業収入の減額補正でございます。 

 ６４ページ、６５ページをお願いいたします。 

 ５項雑入、１目滞納処分費は、実績見込みによります減額補正でございます。 

 ４目雑入は、臨時職員や嘱託職員にかかわります社会保険料個人徴収金及び市町村振

興協会交付金等の減額補正を行っております。 

 ２２款１項市債は、各事業の実績見込みによりまして補正を行っております。 

 １目総務債は、一般単独事業債（合併特例債）で、公共施設再編整備事業、市民セン

ター整備事業及び過疎対策事業債の減額を行っております。 

 ２目民生債は、一般単独事業債（合併特例債）で、保育施設整備事業の増額補正。 

 ３目衛生債は、過疎対策事業債のごみ運搬車整備事業の減額補正。 

 ４目農林水産業債は、過疎対策事業債で農業集落排水事業の増額補正、公共事業等債

で、漁場環境保全創造事業負担金の見込みに伴います水産基盤整備事業の減額補正を。 

 ５目土木債では、港湾債で県事業負担金の見込みによります一般単独事業債（合併特

例債）の２事業。都市計画債で過疎対策事業債の下水道整備事業、住宅債で公営住宅建

設事業債の減額補正をそれぞれ行っております。 

 また、河川債で、急傾斜地崩壊対策事業の財源変更といたしまして、一般公共事業債

から一般単独事業債（合併特例債）への組み替えを行っております。 

 ６６ページ、６７ページをお願いいたします。 

 ６目消防債は、一般単独事業債（合併特例債）で、消防庁舎整備事業の減額補正。 

 ７目教育債は、過疎対策事業債、一般単独事業債（合併特例債）で、小学校整備事業

の減額補正をそれぞれ行っております。 

 ８目災害復旧事業債は、土木施設災害復旧事業債及び農林水産施設災害復旧事業債で、

増額補正でございます。 

 続きまして、歳出でございます。 

 ６８ページ、６９ページをお願いいたします。 

 今回の歳出補正予算の主なものは、職員給与費の減額、事業の執行見込みや入札残に

伴います不用額や工事請負費などの減額補正、前年度事業費の精算に伴います国庫県支

出金の返還金の増額補正などを計上しております。 

 それでは、職員給与費関係を除く主な補正につきまして御説明をいたします。 

 １款１項１目議会費は、議会運営事業費及び議会だより発行事業費で、実績見込みに

よります減額補正でございます。 

 ７０ページ、７１ページをお願いいたします。 

 ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費は、人事管理事業で、嘱託職員報酬等

の減額補正でございます。 

 ５目財産管理費は、財産管理事業費で火災保険料の減額補正、大黒神島の石山砕石契

約の更新に伴います返還金の増額補正、庁用車管理事業費で燃料費等の減額補正を行っ
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ております。 

 また、このページ下段から７２ページ、７３ページをお願いいたします。 

 公共施設再編整備事業で、飛渡瀬小学校解体工事等の入札残などの減額補正を行って

おります。 

 ６目企画費は、企画調整事業費、生活交通維持対策事業費、定住促進通学費支援事業

費で、実績見込みによります減額補正を。 

 また、交通船事業特別会計繰出金で、特別会計の補正に伴います繰出金の減額補正を

行っております。 

 このページ下段から７４ページ、７５ページをお願いいたします。 

 ７目情報政策費は、実績見込みによります減額補正でございます。 

 ページかわりまして、８目交流促進費は、まちづくり推進事業費、交流定住促進事業

費、地域おこし協力隊事業費で、実績見込みによります減額補正をそれぞれ行っており

ます。 

 １２目安全対策費は、防災事業費及び石油貯蔵施設立地対策等交付金事業費で、入札

残などによります減額補正を行っております。 

 ７６ページ、７７ページをお願いいたします。 

 １３目市民センター費は、各市民センター管理運営事業費で実績見込みによります減

額補正でございます。 

 このページ下段から７８ページ、７９ページをお願いいたします。 

 １４目集会所施設費は、各集会所等管理運営事業費で執行見込みによります減額補正

でございます。 

 １６目災害対策費は、派遣職員負担金の増額補正でございます。 

 ２項徴税費、１目税務総務費は、課税一般事業費で還付金の増額補正でございます。 

 ２目賦課徴収費は、市税賦課事業費で、実績見込みによります委託料等の減額補正で

ございます。 

 このページ下段から８０ページ、８１ページをお願いいたします。 

 ３目滞納対策費は、滞納対策事業費で実績見込みによります委託料等の減額補正でご

ざいます。 

 ３項１目戸籍住民基本台帳費は、国庫補助金の追加交付に伴います委託料の増額補正

でございます。 

 このページ下段から８２ページ、８３ページをお願いいたします。 

 ４項選挙費、２目県議会議員選挙費は、広島県議会議員選挙におきまして、江田島市

選挙区が無投票となりましたことに伴います不用額の減額補正でございます。 

 ５項統計調査費、２目基幹統計調査費は、実績見込みによります統計調査員報酬の減

額補正でございます。 

 ８４ページ、８５ページをお願いいたします。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費は、国民健康保険特別会計繰出金

で、特別会計の補正に伴います繰出金の減額補正を、生活困窮者自立支援事業費で、前

年度事業の精算に伴います国・県支出金の返還金の増額補正を行っております。 
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 ２目障害者福祉費は、障害者社福祉事業費で、前年度事業の精算に伴います国・県支

出金の返還金の増額補正を、障害者自立支援事業費で、実績見込みによります扶助費及

び前年度事業費の精算に伴います国・県支出金の返還金の増額補正を、障害者地域生活

支援事業費で障害者生活支援事業委託料などの減額補正を行っております。 

 このページ下段から８６ページ、８７ページをお願いいたします。 

 ３目老人福祉費は、高齢者在宅福祉事業費で、実績見込みによります報償費や委託料

の減額補正を、老人保護措置事業費で、委託料の減額補正を、介護保険（保険事業勘

定）特別会計繰出金で、特別会計の補正に伴います繰出金の減額補正を行っております。 

 ４目後期高齢者医療費は、後期高齢者医療特別会計繰出金で、特別会計の補正に伴い

ます繰出金の減額補正を、療養給付費負担金で実績見込みによります療養給付費負担金

の減額補正を行っております。 

 ５目人権啓発費は、人権啓発一般事業費及び外国人市民交流事業費で、実績見込みに

よります減額補正でございます。 

 ６目隣保館費は、県支出金の減に伴います財源更正でございます。 

 このページ下段から８８ページ、８９ページをお願いいたします。 

 ８目福祉医療費は、実績見込みによります扶助費等の減額補正でございます。 

 ２項児童福祉費、２目児童措置費は、児童手当給付事業費で、実績見込みによります

扶助費の減額補正を、障害児通所支援事業費で、実績見込みによります扶助費の減額補

正及び前年度事業の精算に伴います返還金の増額補正を行っております。 

 ９０ページ、９１ページをお願いいたします。 

 保育施設費は、保育施設管理運営事業費で、実績見込みによります臨時保育士の共済

費及び賃金などの減額補正でございます。 

 ４目児童福祉施設費は、子育て支援センター運営事業費で、また母子・父子家庭等対

策総合支援事業費で、実績見込みによります減額補正を行っております。 

 このページ下段から９２ページ、９３ページをお願いいたします。 

 ３項生活保護費、２目扶助費は、前年度事業費の精算に伴います返還金の増額補正を

行っております。 

 ４項１目災害救助費は、実績見込みによります工事請負費の減額補正でございます。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、２目予防費は、実績見込みによります予防接種委託料

の減額補正をでございます。 

 このページ下段から９４ページ、９５ページをお願いいたします。 

 実績見込みによりまして、３目母子保健費では、健康診査委託料等の減額補正、４目

健康増進費では、生活習慣病健診事業費で健康診査委託料の減額補正、６目環境衛生費

では、嘱託員報酬及び共済費等の減額補正、７目葬祭センター費では、需用費等の減額

補正をそれぞれ行っております。 

 ９６ページ、９７ページをお願いいたします。 

 同じく、実績見込みによりまして、２項清掃費、２目塵芥処理費では、ごみ焼却処理

業務委託料等の減額補正、３目前処理センター費では、需要費等の減額補正でございま

す。４目リレーセンター費は、工事請負費の入札残等の減額補正でございます。 
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 このページ下段から９８ページ、９９ページをお願いいたします。 

 ５目環境センター費は、実績見込みによります需用費等の減額補正でございます。 

 同じく実績見込みによりまして、６款農林水産業費、１項農業費、２目農業総務費で

は、農地再生特例補助金の減額補正でございます。 

 ３目農業振興費は、農業振興事業費で、新規農業者支援対策事業費補助金等の減額補

正を、有害鳥獣被害対策事業費で報償金等の減額補正を行っております。 

 このページ下段から１００ページ、１０１ページをお願いいたします。 

 ４目農村整備費は、農地造成事業費で、工事請負費の減額補正を、農林海岸事業費で、

委託料の減額補正を、農業用施設維持管理事業費で、委託料等の減額補正をそれぞれ行

っております。 

 同じく、実績見込みといたしまして、３項水産業費、２目水産業振興費では、漁場環

境保全創造事業負担金等の減額補正を、３目漁港費では、工事請負費等の減額補正でご

ざいます。 

 このページ下段から１０２ページ、１０３ページをお願いいたします。 

 ７款１項商工費、２目商工業振興費は、プレミアム付商品券発行事業で、実績見込み

によります臨時職員賃金等の減額補正でございます。 

 ３目観光費は、観光振興事業費及び魅力ある宿泊観光関連施設整備事業費で、実績見

込みによります減額補正を、宿泊施設事業特別会計繰出金で、特別会計の補正に伴いま

す減額補正をそれぞれ行っております。 

 １０４ページ、１０５ページをお願いいたします。 

 ８款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費は、地域開発事業特別会計繰出金で、

特別会計の補正に伴います繰出金の減額補正でございます。 

 ２項道路橋りょう費、１目道路維持費は、実績見込みによります委託料の減額補正を、

社会資本整備総合交付金の追加交付に伴います工事請負費の増額補正を行っております。 

 ２目道路新設改良費は、実績見込みによります委託料等の減額補正を、社会資本整備

総合交付金の追加交付に伴います工事請負費の増額補正を行っております。 

 このページ下段から１０６ページ、１０７ページをお願いいたします。 

 ３項河川費、２目砂防費は、急傾斜地崩壊対策事業費で、県補助金の追加に伴います

工事請負費の増額修正でございます。 

 ４項港湾費、１項港湾管理費は、港湾維持管理事業費で、水門・陸閘等開閉業務委託

料や工事負担金の増額補正及び実績見込みによります工事請負費等の減額補正でござい

ます。 

 ２項港湾建設費は、県の執行見込みに伴います県負担金の減額補正でございます。 

 このページ下段から１０８ページ、１０９ページをお願いいたします。 

 実績見込みによりまして、５項都市計画費、２目都市下水路費では、都市下水路維持

管理事業費及び排水機場維持管理事業費で、設計委託料等の減額補正を、３目公園費で

は、委託料等の減額補正を、６項住宅費、１目住宅総務費では、住宅政策事業費で、が

け地近接等危険住宅移転補助金等の減額補正を、災害対策事業費で、被災住宅修繕補助

金等の減額補正をそれぞれ行っております。 



 

－４４－ 

 このページ下段から１１０ページ、１１１ページをお願いいたします。 

 同じく実績見込みによりまして、２目住宅管理費では、市営住宅維持管理事業費で、

事業費等の減額補正でございます。 

 ３目住宅建設費は、入札残によります工事請負費等の減額補正でございます。 

 ４目営繕費は、実績見込みによります建築物定期調査業務委託料の減額補正でござい

ます。 

 １１２ページ、１１３ページをお願いいたします。 

 ９款１項消防費、１目常備消防費は、消防総務一般管理事業費及び消防活動事業費で、

委託料等の減額補正を、消防庁舎建設事業費で、入札残によります工事請負費等の減額

補正をそれぞれ行っております。 

 ２目非常備消防費は、実績見込みによります消防団員報酬の減額補正でございます。 

 １１４ページ、１１５ページをお願いいたします。 

 １０款教育費、１項教育総務費、２目事務局費は機器リース料の減額補正でございま

す。 

 ３目教育振興費は、学校教育振興一般事業費で、機器リース料の減額補正を、通学支

援事業費で、バス通学児童・生徒定期補助金等の減額補正を行っております。 

 このページ下段から１１６ページ、１１７ページをお願いいたします。 

 ２項小学校費、１目学校管理費は、小学校管理運営事業費で、臨時講師社会保険料等

の減額補正を。小学校施設整備事業費で入札残によります工事請負費等の減額補正をそ

れぞれ行っております。 

 ３項中学校費、１目学校管理費は、中学校管理運営事業費で、臨時講師賃金などの減

額補正を、中学校施設維持管理事業費で、入札残によります工事請負費の減額補正をそ

れぞれ行っております。 

 このページ下段から１１８ページ、１１９ページをお願いいたします。 

 ４項社会教育費、１目社会教育総務費は、教育集会所維持管理事業費で、入札残によ

ります工事請負費等の減額補正を、放課後児童健全育成事業費で、児童支援員報酬等の

減額補正を行っております。 

 ４目図書館費は、入札残等によります工事請負費等の減額補正でございます。 

 ６目文化財保護費は、実績見込みによります委託料の減額補正でございます。 

 ８目環境館費は、社会教育費寄附金の伴います備品購入費の増額補正でございます。 

 このページ下段から１２０ページ、１２１ページをお願いいたします。 

 実績見込みによりまして、５項保健体育費、２目体育施設費では、光熱水費等の減額

補正、３目学校給食費では、臨時調理員賃金、共済費等減額補正を行っております。 

 １１款災害復旧費、３項１目土木施設災害復旧費は、実績見込みによります設計委託

料の減額補正及び工事請負費等の増額補正でございます。 

 １２２ページ、１２３ページをお願いいたします。 

 １２款１項公債費、１目元金は、市債元金償還金の増額補正、２目利子は、市債利子

償還金の減額補正でございます。 

 １３款諸支出金、１項基金費、１目財政調整基金費は、基金利子の増に伴います積立
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金の増額補正でございます。 

 この結果、財政調整基金の年度末残高の見込みは、４６億１０１万円となり、減債基

金と合わせました財政調整的な基金は、５５億４，６７４万円となる見込みでございま

す。 

 ７目黒神島環境保全基金費は、緑化寄附金に伴います積立金の増額補正でございます。 

 ９目ふるさと市町村圏振興基金費及び１７目公共施設整備基金費は、基金利子の増に

伴います積立金の増額補正でございます。 

 １２４ページ、１２５ページをお願いいたします。 

 ２項１目公営企業費は、下水道事業会計の補正の伴います繰出金の減額補正でござい

ます。 

 予算書６ページにお戻りください。 

 第２表 継続費補正でございます。 

 変更といたしまして、事業費の減額補正に伴います消防庁舎整備事業の３件をお願い

しております。 

 続きまして、７ページをお願いいたします。 

 第３表 繰越明許費補正でございます。 

 追加といたしまして、２０事業で繰り越しをお願いしております。 

 続きまして、８ページをお願いいたします。 

 第４表 債務負担行為補正でございます。 

 追加といたしまして、漁業災害特別対策資金利子補給補助金の１件を、また、変更と

いたしまして水門・陸閘等開閉業務委託料（港湾・漁港等）ほか１件をお願いしており

ます。 

 続きまして、９ページをお願いいたします。 

 第５表 地方債補正でございます。 

 追加といたしまして、公共事業等債で、災害復旧事業（過年分）を、災害復旧事業債

で、農林水産施設災害復旧事業（過年分）を、一般単独事業債の合併特例事業で、急傾

斜地崩壊対策事業を、緊急自然災害防止事業債の合計４件をお願いしております。 

 また、廃止といたしまして、一般公共事業債で急傾斜地崩壊対策事業の１件をお願い

しております。 

 続きまして、１０ページをお願いいたします。 

 変更といたしまして、公共事業等債で、水産基盤整備事業を、公営住宅建設事業債、

災害復旧事業債で土木施設災害復旧事業（過年分）を、一般単独事業債の合併特例債で、

公共施設再編整備事業、市民センター整備事業、保育施設整備事業、港湾整備事業、海

岸保全施設整備事業、消防庁舎整備事業、小学校施設整備事業を、過疎対策事業債で、

ごみ運搬車整備事業、農業集落排水事業、下水道整備事業、過疎地域自立支援事業の合

計１４件をお願いしております。 

 なお、１２６ページ、１２７ページには、給与費明細書。 

 １２８ページ、１２９ページには、継続費の進行状況等に関する調書。 

 １３０ページには、債務負担行為の支出予定額等に関する調書。 
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 １３１ページには、地方債現在高の見込みに関する調書をお示ししております。 

 説明につきましては、以上でございます。 

○議長（吉野伸康君）  以上で、提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 酒永議員。 

○７番（酒永光志君）  私は、７ページの第３項の繰越明許費補正に係るお願いでご

ざいます。この繰越明許費のほとんどが平成３０年の７月豪雨災害によるものでござい

ます。既に被災後２カ年が経過しようとしております。またこの６月には梅雨時期にも

入りますし、昨日の長期の天気予報等を見ますと、ことしは台風の襲来が多いんではな

かろうか、また、それが大型化するんではなかろうかというような予報が出されており

ます。その中で、やはり今の工期の問題がクローズアップというか私は気になるわけで

すね。いつも説明を求める中で、資材の不足、それといわゆる事業者が少ないことによ

って入札にかけても入札不調になっておるんだということをよく耳にします。その事情

はわかるんですけれども、市民にとっては既に被災後２年を経過しとって、まだ手つか

ずの場所もたくさんあるわけですね。やはりそこらは、十分努力はしていただいておる

と思うんですけれども、再度、早期の災害復旧をお願いいたします。 

 そして、この繰越明許費の中でちょっと気になるのが、それぞれ港湾費の中で美能の

樋門の非常用発電機設置工事であるとか、大君地区水中ポンプ場発電機の設置工事が繰

り越しとなっております。この事業について、梅雨時分までにこれは工期を済ますこと

ができるんでしょうか。それが１つと、それがままならない場合は、そういう警報予報

が出たときには非常用発電装置を現場のほうで、例えば待機をしていただけるかどうか。

今まではそのように待機していただいておったんですね。ですから、そのことを継続し

てやっていただけるかどうか、その確認をお願いいたします。 

○議長（吉野伸康君）  廣中土木建築部長。 

○土木建築部長（廣中伸孝君）  まず１点目の災害復旧ですね、より加速化してほし

いということですけども、これにつきましては本当私もそういった責任を強く感じてお

りまして、土木建築部一丸となって進めたいというふうに考えております。 

 ２点目に、そういった一部繰り越しの事業の中に美能のそういった非常用発電機、ま

た大君地区の水中ポンプ、これ何度か入札はしたんですけど入札不調ということもあっ

て、現在繰り越して再度それを実施しようとしております。その工期、期限といたしま

してはやはり、出水期までには間に合わせたいという思いは持っております。ただ、こ

こは今まだもう３月も近いですし、そういう思いは持っておるんですけど今後施工業者

とそういったところも踏まえて間に合うようにお願いしたい。もし間に合わないという

ことになれば、これまでも対応させてもらいましたけども、そういった非常用の発電設

備を現地に持って行ってそういった不測の事態が起こらないように気をつけてまいりた

いというように考えております。 

○議長（吉野伸康君）  ほかに質疑はありませんか。 

 山本秀男議員。 
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○１２番（山本秀男君）  今の繰越明許費についてなんですが、私もちょっとこれは

多いなと災害のほうもしっかり頑張ってもらわにゃいかんなという思いがあるんですが、

それで今もありましたが、入札不調ですよね。この２０事業の中で、入札不調は何カ所

あって対応はどのようにされたのかということをまず１点聞かせてほしいんですが。 

 もう１点、災害復旧についてですね、歳入の５３ページ、１５款の国庫支出金、１項

国庫負担金、２億５，０００万円の減額補正をされて、財源は起債のほうに求めておる

ようなんですが、この災害復旧について国庫補助に対象にならんかったから起債で充て

るという形になっておるんではないかと思うんですが、それでこの起債の交付税措置は

幾らになるのか、この２点についてちょっとお伺いします。 

○議長（吉野伸康君）  廣中土木建築部長。 

○土木建築部長（廣中伸孝君）  まず１点目の入札不調、繰越明許費の中にどれだけ

箇所があって対応がどうだったのかということなんですけど、ちょっと今現在、入札不

調がどれだけあったかというのはちょっと手元にないんですけども、やはり特殊な事業、

ポンプとかそういったものについては全件的にやっぱり業者も限られておって、そうい

った広域的に被害が出ているということで、こういったものはやはり入札不調になって

繰り越しを計上させてもらって今やっておると。 

 その入札不調になったときの対応がどうだったかということなんですけども、入札不

調になったときは、そういった指名業者のまず聞き取りを行いまして、何に問題があっ

たのか、工期の問題もあるかもわかりませんし、そういった資材とかいろいろな問題が

あろうかと思うんですけども、そういった調査を行って原因を特定すると。今回の場合

ですと、そういった積算をある程度見直したものもありますし、時期を調整いたしまし

て発注していると。そういったところで何とか業者の対応能力を引き出す中で実行でき

るようにやっているという状況でございます。 

 それと、５２ページにあります災害復旧費の国庫負担金が２億５，０００万、減額補

正させてもらっておるんですけども、この原因といたしましては、まず１億円強の金額

につきましては、具体的に言いますと宮ノ原～幸ノ浦線という大きな山が崩れたような

長大のり面の工事がありまして、これにつきまして県国と協議いたしまして増額の補正

を行うことができたと。国も認めてくれたんですけども、その実際のお金が入ってくる

時期が来年度以降になるということで、今回その１億円何がしの金額は落とさせてもら

ったと。これは次年度以降に計上させていただきたいというふうに考えております。そ

のほかにも、実際に設計工事等が進捗いたしまして金額が思ったほど上がらなかったと

いうこともありまして、やはり１億円何がしの金額を減額していると。そのほかにも令

和２年度のほうに事業を繰り越すというようなこともありまして、令和２年度にそうい

ったものは歳入を要求していくんですが今回落とさせてもらったと、そういうことにな

っております。 

○議長（吉野伸康君）  仁城総務部長。 

○総務部長（仁城靖雄君）  交付税措置でございます。４５％から９０％で、財政力

に応じて行っているところではございますけれども、本市では大体７０％ぐらいだとい

うことでございます。 
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 以上でございます。 

○議長（吉野伸康君）  山本秀男議員。 

○１２番（山本秀男君）  災害の件についてはわかりました。 

 繰越明許費について再度聞きたいんですが。２０事業のうち、何事業かという答えは

なかったんですが、要するにこの災害は除いて一般の建設事業いうのも全てですが予算

は４月１日に始まって翌年の３月３１日、いわゆる予算の単一年度が原則ということは

御存じだと思うんです。私も理解しておるんですが、それ以外に繰り越しとか債務負担

行為はこれも法的にはできる、それはわかっとるんですが、要は安易に明許繰越を私は

されておるんじゃないんかな、これはまあ繰り越しすればええよというような形である

んじゃないんかなというふうに感じるんですよね。それで、入札しても落札者がいない、

これらの対応は設計書を見直してやるのか、最低入札者と随意契約をされるのか、設計

書の見直しをされるのか、そこらあたりをお聞きしたいんです。 

○議長（吉野伸康君）  廣中土木建築部長。 

○土木建築部長（廣中伸孝君）  まず、繰越について安易にされているんではないか

という御指摘なんですけども、私どもとしてはそういった認識はなくて、本当に一生懸

命やったその結果としてやむを得ず、我々の能力の問題もあったかもわかりませんし、

業者のそういった対応能力の問題もあって、やむを得ず繰越になってしまったというよ

うな状況です。 

 それと、入札不調になったときのそういった見直し方法なんですけども、先ほどちょ

っと触れさせてもらったんですが、まずは指名業者に対しまして、そういった不調の、

応札してくれなかった理由を調査いたします。その調査した結果が、仮にお金が全く合

わないよということになるのでありましたら、それが見直すことができるんであればし

ておりますけど、見直しすることができないというような場合も金額に開きが多ければ

あるんですけども、そういったものについては時期を調整したりしてやっておると。入

札不調になったときに入札の回数というのが制限あるんですけども、そのときの最低応

札価格といわゆる予定価格というものの開きが非常に小さいと、ぎりぎり入札できなか

ったようなことになった場合は、その後その最低価格応札者と協議して当方が考えてい

る予定価格で契約することができるということであれば随意契約というようなこともご

ざいます。そういったやり方でやった事例もございます。そういったことでちょっとケ

ース・バイ・ケースで何とおりかあるんですけども、調査をして随意契約できないもの

については再度入札をしている。随意契約できる金額がわずかな差でできるものについ

てはそういった対応をしているということでございます。 

○議長（吉野伸康君）  山本秀男議員。 

○１２番（山本秀男君）  わかりました。それでよく建設業者からよく聞くんですが

ね、忙しい、災害があって忙しい、やはり見積書いうんですか設計書予定価格というん

ですか、厳しいからやはりおいしいものから行かざるを得んと。そんなもん、赤字まで

くうてできんよというような声も聞きますので、適正な価格で発注をするように心がけ

ていただきたいというふうに思います。 

 以上です。 
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○議長（吉野伸康君）  酒永議員。 

○７番（酒永光志君）  先ほどの関連なんですけれども、起債の交付税の関係を総務

部長、今答えられたんですけれども、４５％とか７５％とかいう数字だったと思うんで

すけれども、そこらあたりをもう１度ちょっと確認をしていただきたいと思うんですよ

ね。災害復旧事業債で現年補助分だったら充当率１００％で交付税の算入率は９５％と

思いますし、過年分でも充当率９０％、交付税算入率は９５％というようになっておる

と思います。そこらあたりを若干正確なものをお示しいただきたいと思います。当然、

充当率というのは地方負担額に対するものでございますけれども、よろしくお願いいた

します。 

○議長（吉野伸康君）  仁城総務部長。 

○総務部長（仁城靖雄君）  単独債にかかわるものにつきましては、先ほど言いまし

たように４５％から９０％の間の中で財政力に応じて決定するということでございます

ので、こちらのほうがそれを集計して出してみて、その中で決定していくという形にな

りますので、出した結果おおむね７０％ぐらいの交付税の措置だというふうに考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（吉野伸康君）  ほかに。 

 胡子議員。 

○１３番（胡子雅信君）  事項別明細書のほう７４から７５ページのところの交流促

進費になります。今、江田島市のほうでは、まちづくり推進事業費のところなんですけ

ども、江田島市では今、協働のまちづくりということでコミュニティ助成事業とかまち

づくり団体の支援補助金というものを交付しているわけなんですけども、このたびの減

額でコミュニティ助成事業補助金が２００万円の減額、また、まちづくり団体支援補助

金が３００万円の減額ということでございましたけども、当初見込んでおったところと

今現在、減額するにあたってどのような理由があるのかということを教えていただきた

いと思います。 

 また、同じページの地域おこし協力隊員の報酬、２３７万７，０００円の減額、こち

らどういうふうな理由で減額になったのかというところを教えていただきたいと思いま

す。 

 それと、これは全般的な施設の管理運営事業費の中のことなんですけども、いわゆる

その光熱水費なんですね。例えば事項別明細書の７６、７７における市民センター費に

おきましては、江田島市民センターが光熱水費が２６７万円の減額、能美が１１０万で

すかね、沖美が８０万、大柿市民センターが４８万。 

 また、集会所に関しましても、江田島地区が１７４万であるとか、能美が４０万、沖

美が１００万と。また、９５ページの葬祭センター管理運営事業費における光熱水費が

これが１００万円の減。また、９７ページにある前処理センターが５００万円の減、１

１９ページのスポーツ施設管理運営事業費における光熱水費の減額が１１５万。１２１

ページの給食センター運営管理における光熱水費が１５４万円の減ということになって

おりまして、これが当初もともと見込んでおったものであって、これがこのマイナスっ
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てこれ誤差の範囲内として考えていらっしゃるのか。それとも、どう言うんですか、特

別な理由で減額になったのか、そこら辺のところのちょっと細かい数字にはなりますけ

ども、そこら辺の軒並み光熱費の減というところがちょっと見えてましたので、そのこ

とについて教えていただきたいというふうに思います。 

○議長（吉野伸康君）  山井市民生活部長。 

○市民生活部長（山井法男君）  まず、７５ページのほうのまちづくり推進事業費の

ほうの減の理由でございます。まず、コミュニティ助成事業というのは、いわゆる宝く

じでの補助です。これは毎年自治会のほうに照会をしまして希望があったところは全部

要望していくということをしております。ですけれども、なかなか、国全体の枠もあっ

て全部がつくわけではないということで、今年度３自治会要望しましたけれども、採択

は２の自治会であったということから、当初予算の５７０万、３自治会で５７０万計上

させていただいておりましたけれども、１団体だめだったのでこの分、減であると。そ

の不採択になったものはまた来年度要望していくということになろうかと思います。 

 次に、まちづくり団体支援補助金のほうですね、こちらがいわゆるまち協への補助金

です。これは当初予算では各まち協の団体の世帯数に応じて上限がありますので、それ

目いっぱいで予定するわけですけれども、満額要望しなかったところもあったり、もう

１つ大きいのは鹿川まちづくり協議会が今年度設立されました。当初、夏ぐらいに設立

するという話もありましたので、その分、満額要求というか満額予定していたんですが、

結果的には遅かったので補助金の要望額も少なかったということから減額させてもらっ

ております。 

 それからもう１点の水道光熱費などの減額ですね。これは私の所管するところがほと

んど今おっしゃった中では市民センター、それから葬祭センター、前処理センターとあ

るわけですけれども、なかなか水道光熱費、難しいのが年によってやっぱり波がありま

す。ぎりぎりで計上するとやっぱり不安がありますので、過去何年かの山谷を見て多か

ったところを見て要求します。その結果、どうしても今年度のように執行残というか実

績を見るとそこまでいかなかったということでございまして、これは毎年のことなんで

すけれどもできるだけ精査に努めたいと思います。 

 以上です。 

○議長（吉野伸康君）  江郷企画部長。 

○企画部長（江郷壱行君）  続いて、地域おこし協力隊の隊員の報酬です。これ、も

ともと４人分組んでおりましたけども、早い段階でお１人退職されましたので、その報

酬の１人分の減額です。 

 以上です。 

○議長（吉野伸康君）  小栗教育次長。 

○教育次長（小栗 賢君）  １１９ページの光熱水費のところでございますが、１１

５万円、これは約６０万がプール、一般開放がちょっと少なかったんで安くなりました

のと、５５万円が運動公園、総合運動公園もちょっとテニスコートなんかの修理があっ

て利用が少なかった等によることだと思います。 

 １２１ページの給食センターの光熱水費でございますが、この１６９万というのが高
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いかどうなのかよくわからないんですが、全体の約１０％ということでございます。節

約したんだと思います。 

 以上です。 

○議長（吉野伸康君）  ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 本案は、会議規則第３７条第３項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は委員会付託を省略いたします。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 この際、暫時休憩いたします。 

 １１時１５分まで休憩いたします。 

                           （休憩 １１時０２分） 

                           （再開 １１時１５分） 

○議長（吉野伸康君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

日程第２  議案第２８号 

 

○議長（吉野伸康君）  日程第２、議案第２８号 令和元年度江田島市国民健康保険

特別会計補正予算（第３号）を議題といたします。 

 直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。 

 明岳市長。 

○市長（明岳周作君）  ただいま上程されました議案第２８号 令和元年度江田島市

国民健康保険特別会計補正予算（第３号）でございます。 

 令和元年度江田島市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところ

による。 

 歳入歳出予算の補正。 
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 第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ７，１４５万６，０００円を減額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３６億６，８６６万４，０００円とする。 

 第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、第１表 歳出予算補正による。 

 債務負担行為。 

 第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる

事項、期間及び限度額は、第２表 債務負担行為による。 

 内容につきましては福祉保健部長から説明をいたします。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（吉野伸康君）  山本保健福祉部長。 

○福祉保健部長（山本修司君）  議案第２８号 令和元年度江田島市国民健康保険特

別会計補正予算（第３号）について説明をいたします。 

 このたびの補正予算は、決算の見込みによります国民健康保険税の減額や給付実績の

見込み減によります県支出金の減額などをお願いするものでございます。 

 歳入から説明をさせていただきます。 

 事項別明細書の１３６、１３７ページをお開きください。 

 １款１項国民健康保険税、１目一般被保険者国民健康保険税及び同款同項２目退職被

保険者等国民健康保険税の減額補正です。 

 ３款県支出金、１項県補助金、１目保険給付費等交付金、普通交付金の減額補正です。 

 同款同項同目特別交付金及び特定健康診査等負担金、それぞれの増額補正です。 

 １３８、１３９ページをお開きください。 

 ４款繰入金、１項１目一般会計繰入金、職員給与費等繰入金及び出産育児一時金等繰

入金、それぞれの減額補正です。 

 ６款諸収入、１項延滞金、加算金及び過料、１目一般被保険者延滞金の減額補正です。 

 同款２項雑入、２目一般被保険者第三者納付金の増額補正です。 

 ７款財産収入、１項財産運用収入、１目基金運用収入の増額補正です。 

 続きまして、歳出でございます。 

 １４０、１４１ページをお開きください。 

 今回の歳出補正予算は、決算の見込みによります保険給付費の減額や特定健康診査等

事業の執行見込みに伴います不用額の減額補正などをお願いしております。 

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、国民健康保険一般事業費の減額補正

です。 

 ２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般被保険者療養給付費及び同款同項３目一般

被保険者療養費の減額補正です。 

 同款４項出産育児諸費、１目出産育児一時金の減額補正です。 

 １４２、１４３ページをお開きください。 

 ３款１項１目国民健康保険事業費納付金の財源更正でございます。 

 ４款１項保険事業費、１目保健衛生普及費の減額補正です。 

 同款２項１目特定健康診査等事業費の減額補正です。 
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 １４４、１４５ページをお開きください。 

 ５款１項１目基金積立金の増額補正です。 

 ８款１項１目予備費の減額補正でございます。 

 なお、１４６ページに給与費明細書を、１４７ページには債務負担行為に関する調書

を添付いたしております。 

 以上で歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ７，１４５万６，０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３６億６，８６６万４，０００円とする、令和

元年度江田島市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）の説明を終わります。 

○議長（吉野伸康君）  以上で提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 本案は、会議規則第３７条第３項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は委員会付託を省略いたします。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第３  議案第２９号 

 

○議長（吉野伸康君）  日程第３、議案第２９号 令和元年度江田島市後期高齢者医

療特別会計補正予算（第１号）を議題といたします。 

 直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。 

 明岳市長。 

○市長（明岳周作君）  ただいま上程されました議案第２９号 令和元年度江田島市

後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）でございます。 

 令和元年度江田島市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるとこ
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ろによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４９２万２，０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億６，５０７万８，０００円とする。 

 第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、第１表 歳入歳出予算補正による。 

 内容につきましては、福祉保健部長から説明をいたします。よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（吉野伸康君）  山本福祉保健部長。 

○福祉保健部長（山本修司君）  議案第２９号 令和元年度江田島市後期高齢者医療

特別会計補正予算（第１号）について説明をいたします。 

 歳入から説明をさせていただきます。 

 事項別明細書の１５２、１５３ページをお開きください。 

 今回の歳入補正予算は、特別徴収保険料の減額など決算見込み等による減額補正をお

願いするものでございます。 

 １款１項後期高齢者医療保険料、１目特別徴収保険料、１節現年度分の減額補正です。 

 同款同項２目普通徴収保険料、１節現年度分の増額補正です。 

 同款同項同目２節滞納繰越分の減額補正です。 

 ３款繰入金、１項一般会計繰入金、２目保険基盤安定繰入金の減額補正です。 

 ４款１項１目繰越金は、前年度繰越金の増額補正です。 

 ５款諸収入、２項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金の減額補正です。 

 続いて、歳出でございます。 

 １５４、１５５ページをお開きください。 

 今回の歳出補正予算は、後期高齢者医療広域連合納付金などの決算見込みによります

減額補正をお願いするものでございます。 

 ２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金の減額補正です。 

 ３款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金の減額補正です。 

 ４款１項１目予備費の増額補正です。 

 以上で、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４９２万２，０００円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億６，５０７万８，０００円とする、令和元年

度江田島市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）の説明を終わります。 

○議長（吉野伸康君）  以上で提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 本案は、会議規則第３７条第３項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は委員会付託を省略いたします。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第４  議案第３０号 

 

○議長（吉野伸康君）  日程第４、議案第３０号 令和元年度江田島市介護保険（保

険事業勘定）特別会計補正予算（第４号）を議題といたします。 

 直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。 

 明岳市長。 

○市長（明岳周作君）  ただいま上程されました、議案第３０号 令和元年度江田島

市介護保険（保険事業勘定）特別会計補正予算（第４号）でございます。 

 令和元年度江田島市介護保険（保険事業勘定）特別会計補正予算（第４号）は、次に

定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３，４９３万円を減額し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ３６億５，４１０万２，０００円とする。 

 第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、第１表 歳入歳出予算補正による。 

 内容につきましては、福祉保健部長から説明をいたします。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（吉野伸康君）  山本福祉保健部長。 

○福祉保健部長（山本修司君）  議案第３０号 令和元年度江田島市介護保険（保険

事業勘定）特別会計補正予算（第４号）について説明をいたします。 

 歳入から説明をさせていただきます。 

 事項別明細書の１６０、１６１ページをお開きください。 

 今回の歳入補正予算は、保険給付費の実績見込み減によります介護給付費負担金等の

減額、地域支援事業費の実績見込み減によります地域支援事業交付金の減額補正などを

お願いするものでございます。 
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 ３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担現年度分の増額補正です。 

 同款２項国庫補助金、１目財政調整交付金現年度分、同款同項２目地域支援事業交付

金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分、同款同項３目地域支援事業交付金

（介護予防・日常生活支援総合事業以外）現年度分、同款同項４目保険者機能強化推進

交付金のそれぞれに減額補正、及び同款同項５目介護保険事業費補助金の増額補正です。 

 ４款１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金は現年度分の減額補正を、同款同項

同目過年度分の増額補正を、同款同項２目地域支援事業支援交付金現年度分の減額補正

でございます。 

 １６２、１６３ページをお開きください。 

 ５款県支出金、１項県負担金、１目介護給付費負担金現年度分の減額補正です。 

 同款３項県補助金、１目地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現

年度分及び同款同項２目地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）

現年度分のそれぞれに減額補正です。 

 ６款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金の増額補正です。 

 このページ下段の表から１６４、１６５ページをお願いします。 

 ７款繰入金、１項一般会計繰入金、１目介護給付費繰入金現年度分と、同款同項２目

地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分、同款同項３目地域

支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）現年度分、同款同項５目その

他一般会計繰入金、職員給与費繰入金（一般事業）及び事務費繰入金がそれぞれに減額

補正です。 

 ９款諸収入、２項４目雑入の減額補正でございます。 

 続いて歳出でございます。 

 １６６、１６７ページをお開きください。 

 今回の歳出補正予算の主な内容は、介護サービス等諸費、介護予防サービス等諸費の

給付実績見込みによります保険給付費の組み替え減額補正や地域支援事業費の実績見込

みによります事業費の減額、事業費の減額に伴います決算剰余金による介護給付費準備

積立基金の増額補正などを計上しております。 

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費の減額補正です。 

 同款３項介護認定審査会費、１目介護認定費の減額補正です。 

 １６８、１６９ページをお開きください。 

 ２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、１目居宅介護サービス給付費及び同款項

３目地域密型介護サービス給付費の増額補正を、同款同項５目施設介護サービス給付費

の減額補正でございます。 

 このページ下段の表から１７０、１７１ページをお願いします。 

 同款２項介護予防サービス等諸費、６目介護予防住宅改修費の減額補正です。 

 ４款１項基金積立金、１目介護給付費準備基金積立金は、利子及び剰余金に係る積立

金の増額補正です。 

 ５款地域支援事業費、１項地域支援事業管理費、１目一般管理費の職員手当等の減額

補正です。 
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 １７２、１７３ページをお開きください。 

 同款２項１目介護予防・生活支援サービス事業費、同款３項１目一般介護予防事業費

及び、次ページの１７４、１７５ページにあります、同款４項包括的支援事業・任意事

業、１目包括的支援事業は、それぞれ事業費の実績見込みによります減額補正でござい

ます。 

 １７６、１７７ページには、給与費明細書を添付いたしております。 

 以上で、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３，４９３万円を減額し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ３６億５，４１０万２，０００円とする、令和元年度

江田島市介護保険（保険事業勘定）特別会計補正予算（第４号）の説明を終わります。 

○議長（吉野伸康君）  以上で提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 本案は、会議規則第３７条第３項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本案は委員会付託を省略いたします。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第５  議案第３１号 

 

○議長（吉野伸康君）  日程第５、議案第３１号 令和元年度江田島市介護保険（介

護サービス事業勘定）特別会計補正予算（第１号）を議題といたします。 

 直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。 

 明岳市長。 

○市長（明岳周作君）  ただいま上程されました、議案第３１号 令和元年度江田島

市介護保険（介護サービス事業勘定）特別会計補正予算（第１号）でございます。 
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 令和元年度江田島市介護保険（介護サービス事業勘定）特別会計補正予算（第１号）

は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４０３万６，０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２，０６６万４，０００円とする。 

 第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、第１表 歳入歳出予算補正による。 

 内容につきましては、福祉保健部長から説明をいたします。よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（吉野伸康君）  山本福祉保健部長。 

○福祉保健部長（山本修司君）  議案第３１号 令和元年度江田島市介護保険（介護

サービス事業勘定）特別会計補正予算（第１号）について説明をいたします。 

 歳入から説明をさせていただきます。 

 事項別明細書の１８２、１８３ページをお開きください。 

 今回の歳入補正予算は、基金の運用に伴います介護予防支援事業運営基金利子及び前

年度繰越金を増額し、介護予防ケアマネジメント費の実績見込みに伴います特別会計繰

入金の減額、財源調整のための基金繰入金の減額などをお願いするものでございます。 

 ２款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金の増額補正です。 

 ３款繰入金、１項１目介護保険（保険事業勘定）特別会計繰入金及び同款２項基金繰

入金、１目介護予防支援事業運営基金繰入金の減額補正です。 

 ４款１項１目繰越金の増額補正です。 

 １８４、１８５ページをお開きください。 

 ５款諸収入、１項１目雑入の減額補正です。 

 続いて、歳出でございます。 

 １８６、１８７ページをお願いいたします。 

 今回の歳出補正予算の内容は、実績見込みに伴います減額補正と、この補正に伴い剰

余が見込まれるため介護予防支援事業運営基金積立金の増額補正を計上いたしておりま

す。 

 １款事業費、１項居宅予防支援事業費、１目介護予防支援事業費の減額補正です。 

 ２款諸支出金、２項基金費、１目介護予防支援事業運営基金費の増額補正です。 

 なお、１８８ページには給与費明細書を添付いたしております。 

 以上で、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４０３万６，０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２，０６６万４，０００円とする、令和元年度

江田島市介護保険（介護サービス事業勘定）特別会計補正予算（第１号）の説明を終わ

ります。 

○議長（吉野伸康君）  以上で提案理由の説明を終わります。 

 これより、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 胡子議員。 
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○１３番（胡子雅信君）  すみません、１点だけ教えてください。 

 事項別明細書の１８７ページに委託料ということで介護サービス計画作成委託料３５

０万円減額ということでございますが、この減額の理由、どういうふうな計画はどのよ

うなものでなされたのか、なされてないのかがちょっとよくわからないので、そこら辺

の説明をお願いいたします。 

○議長（吉野伸康君）  山本福祉保健部長。 

○福祉保健部長（山本修司君）  こちらの介護サービス事業勘定といいますのは、比

較的介護度の低い方がその方の支援をするときにマネジメントの計画を立てるんですけ

ども、その事業費によってこの会計を運営いたします。 

 それと、この事業所で予防計画が立てられないものについては他の事業所にも委託を

して計画を立てていただくものでございますが、この予防計画を立てていただく方の数

が見込みよりも少なかったということで減額をさせていただいております。 

 以上です。 

○議長（吉野伸康君）  ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 本案は、会議規則第３７条第３項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は委員会付託を省略いたします。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第６  議案第３２号 

 

○議長（吉野伸康君）  日程第６、議案第３２号 令和元年度江田島市住宅新築資金

等貸付事業特別会計補正予算（第１号）を議題といたします。 

 直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。 

 明岳市長。 
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○市長（明岳周作君）  ただいま上程されました、議案第３２号 令和元年度江田島

市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１号）でございます。 

 令和元年度江田島市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１号）は次に定め

るところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１５５万４，０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１，７９５万４，０００円とする。 

 第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、第１表 歳入歳出予算補正による。 

 内容につきましては、市民生活部長から説明をいたします。よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（吉野伸康君）  山井市民生活部長。 

○市民生活部長（山井法男君）  それでは、議案第３２号 住宅新築資金等貸付事業

特別会計補正予算（第１号）について説明いたします。 

 事項別明細書の１９２、１９３ページをお願いします。 

 このたびの補正は、貸付金について繰上償還があったことに伴い、市債の繰上償還を

する必要が生じたため、予算の補正をお願いするものでございます。 

 まず、歳入です。 

 ３款諸収入、２項１目貸付金元利収入、１５５万４，０００円の増額補正です。 

 次に、歳出です。 

 次のページ１９４、１９５ページをお願いします。 

 １款１項住宅新築資金等貸付事業費、１目貸付事業事務費、一般会計繰出金２０万円

の増額補正です。 

 ２款１項公債費、１目元金、市債元金償還金、１３５万４，０００円の増額補正です。 

 なお、１９６ページに地方債現在高の見込みに関する調書をお示ししております。 

 以上、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１５５万４，０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額をそれぞれ１，７９５万４，０００円とする、令和元年度江田島市住宅

新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１号）の説明を終わります。 

○議長（吉野伸康君）  以上で提案理由の説明を終わります。 

 これより、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 本案は、会議規則第３７条第３項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は委員会付託を省略いたします。 
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 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第７  議案第３３号 

 

○議長（吉野伸康君）  日程第７、議案第３３号 令和元年度江田島市地域開発事業

特別会計補正予算（第１号）を議題といたします。 

 直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。 

 明岳市長。 

○市長（明岳周作君）  ただいま上程されました、議案第３３号 令和元年度江田島

市地域開発事業特別会計補正予算（第１号）でございます。 

 令和元年度江田島市地域開発事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところ

による。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１，６７０万円を減額し、歳入歳

出予算の総額を、歳入歳出それぞれ３，０１０万円とする。 

 第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、第１表 歳入歳出予算補正による。 

 内容につきましては、土木建築部長から説明をいたします。よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（吉野伸康君）  廣中土木建築部長。 

○土木建築部長（廣中伸孝君）  それでは、議案第３３号 令和元年度江田島市地域

開発事業特別会計補正予算（第１号）につきまして、歳入歳出補正予算事項別明細書に

より御説明いたします。 

 事項別明細書の２００から２０１ページをお願いいたします。 

 歳入につきましては、１款繰入金、１項１目一般会計繰入金におきまして、歳出の減

額補正に合わせ一般会計繰入金、１，６７０万円を減額補正するものでございます。 

 次に、２０２、２０３ページをお願いいたします。 

 歳出です。歳出につきましては、１款１項１目地域開発事業費におきまして委託費の

除草業務をインフラ施設清掃員により行ったことによる３０万円の減額及び広島県が施

工します国道４８７号小用バイパス道路改良事業に伴うウシイシ地区の第２工区埋め立
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て工事におきまして工事の一部が施工困難となったことからこの埋め立て工事に係る建

設工事の委託料、１，６７０万円を減額補正するものでございます。 

 以上で、歳入歳出予算の総額からそれぞれ１，６７０万円を減額し、歳入歳出予算の

総額をそれぞれ３，０１０万円とする、令和元年度江田島市地域開発事業特別会計補正

予算（第１号）の説明を終わります。 

○議長（吉野伸康君）  以上で提案理由の説明を終わります。 

 これより、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 本案は、会議規則第３７条第３項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は委員会付託を省略いたします。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第８  議案第３４号 

 

○議長（吉野伸康君）  日程第８、議案第３４号 令和元年度江田島市宿泊施設事業

特別会計補正予算（第３号）を議題といたします。 

 直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。 

 明岳市長。 

○市長（明岳周作君）  ただいま上程されました、議案第３４号 令和元年度江田島

市宿泊施設事業特別会計補正予算（第３号）でございます。 

 令和元年度江田島市宿泊施設事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところ

による。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２，０５８万５，０００円を減額
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し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６，３０５万４，０００円とする。 

 第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、第１表 歳入歳出予算補正による。 

 内容につきましては、産業部長から説明をいたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉野伸康君）  長原産業部長。 

○産業部長（長原和哉君）  それでは、議案第３４号を説明いたします。 

 このたびの補正は、事業完了等による減額補正でございます。 

 内容を歳入歳出補正予算事項別明細書により詳しく説明いたします。 

 ２０８、２０９ページをお開きください。 

 まず、歳入です。 

 １款繰入金、１項一般会計繰入金、１目一般会計繰入金としまして、本会計の歳出に

対応しました２，０５８万５，０００円の減額となります。これは、一般会計の７款商

工費、１項商工費、３目観光費からの繰出金の補正額と同額となっております。 

 続いて、２１０、２１１ページをお開きください。 

 歳出でございます。 

 １款事業費、１項管理費、１目管理費、宿泊施設管理運営事業費としまして、２，０

５８万５，０００円の減額としております。内訳としまして、光熱水費はシーサイド温

泉のうみの指定管理期間、３カ月の延長による減額でございます。委託料につきまして

は、能美海上ロッジの解体設計の精算に伴うもの。工事請負費においては、主にシーサ

イド温泉解体工事に伴う精算による減額です。 

 ３６、３７ページには第１表としまして歳入歳出補正予算を款項ごと補正前、補正額、

補正後の額をそれぞれ記載しております。 

 以上で、議案第３４号の説明を終わります。 

○議長（吉野伸康君）  以上で提案理由の説明を終わります。 

 これより、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 本案は、会議規則第３７条第３項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は委員会付託を省略いたします。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 



 

－６４－ 

 これより直ちに採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 この際、暫時休憩いたします。１３時まで休憩をいたします。 

                           （休憩 １２時００分） 

                           （再開 １３時００分） 

○議長（吉野伸康君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

日程第９  議案第３５号 

 

○議長（吉野伸康君）  日程第９、議案第３５号 令和元年度江田島市交通船事業特

別会計補正予算（第１号）を議題といたします。 

 直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。 

 明岳市長。 

○市長（明岳周作君）  ただいま上程されました、議案第３５号 令和元年度江田島

市交通船事業特別会計補正予算（第１号）でございます。 

 令和元年度江田島市交通船事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところに

よる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１２７万２，０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１，７３２万８，０００円とする。 

 第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、第１表 歳入歳出予算補正による。 

 内容につきましては、企画部長から説明をいたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉野伸康君）  江郷企画部長。 

○企画部長（江郷壱行君）  それでは、議案第３５号について御説明いたします。 

 このたびの補正予算は、決算の見込みによる事業費の減額と、それに伴う一般会計繰

入金の減額をお願いするものです。 

 まず、歳入から説明いたします。 

 事項別明細書の２１６、２１７ページをお願いします。 

 歳入です。１款繰入金、１項一般会計繰入金、１目一般会計繰入金の減額補正です。 

 次に、歳出について説明いたします。 

 事項別明細書の２１８、２１９ページをお願いします。 

 歳出です。１款１項１目事業費は、交通船事業費の消耗品費と修繕料の減額をお願い

するものです。 

 以上で、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１２７万２，０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１，７３２万８，０００円とする、令和元年度
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江田島市交通船事業特別会計補正予算（第１号）について説明を終わります。よろしく

お願いいたします。 

○議長（吉野伸康君）  以上で提案理由の説明を終わります。 

 これより、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 本案は、会議規則第３７条第３項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は委員会付託を省略いたします。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第１０  議案第３６号 

 

○議長（吉野伸康君）  日程第１０、議案第３６号 令和元年度江田島市水道事業会

計補正予算（第３号）を議題といたします。 

 直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。 

 明岳市長。 

○市長（明岳周作君）  ただいま上程されました、議案第３６号 令和元年度江田島

市水道事業会計補正予算（第３号）でございます。 

 内容につきましては、企業局長から説明をいたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉野伸康君）  木下企業局長。 

○企業局長（木下 隆君）  それでは議案第３６号 令和元年度江田島市水道事業会

計補正予算について説明いたします。 

 このたびの補正は、主に今年度事業の執行見込みによる事業費の減額と、当初予算時

に計上を一部失念していました減価償却費の増額や税務署へ納付する消費税の増額補正

などを行うものです。 
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 令和元年度江田島市水道事業会計補正予算書、１ページをごらんください。 

 第１条 令和元年度江田島市水道事業会計の補正予算（第３号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

 第２条 令和元年度江田島市水道事業会計予算第３条に定めた収益的収入及び支出の

予定額を次のとおり補正するものです。 

 まず、収入について。 

 第１款水道事業収益の第１項営業収益を５５０万円の減額補正を行いまして、第１款

水道事業収益の補正後合計額を８億１，５３２万７，０００円とするものです。 

 支出については、第１款水道事業費用の第１項営業費用を２２４万２，０００円の減

額し、第２項営業外費用を１，２７８万３，０００円の増額補正を行いまして、第１款

水道事業費用の補正後合計額を８億７２５万６，０００円とするものです。 

 補正の内容につきましては、５ページの費目別内訳書をごらんください。 

 まず、（１）収益的収入及び支出の部、上表の収入については水道事業収益の第１項

営業収益、第２目第４節他会計負担金について、昨年度に引き続き、県との相互派遣職

員の市の負担金として予算を計上していましたが、豪雨災害の影響から中止になったこ

とにより５５０万円の減額をするものです。 

 また、中ほどの支出については、水道事業費用の第１項営業費用、第１目原水及び浄

水費の動力費を実績見込みの減に伴い２００万円減額、第４目業務費の修繕費を執行残

により３００万円減額。 

 第５目総係費の負担金について、県との相互派遣職員の県へ支払う負担金として計上

していましたが、中止となったことにより９００万円の減額。 

 第６目減価償却費の有形固定資産減価償却費について、平成２９年度から３０年度に

施工した継続事業の前早世浄水場内設備工事の減価償却を一部失念していたことにより、

１，１７５万８，０００円の増額。 

 第２項営業外費用、第５目消費税及び地方消費税について、災害復旧工事やその他費

用の減額に伴い、預かる消費税が支払う消費税よりも多くなり、税務署へ納付する消費

税として１，２７８万３，０００円の増額をするものです。 

 １ページに戻っていただきまして。 

 第３条 予算第４条に定めた資本的支出の予定額を次のとおり補正するものです。 

 第３条本文の下段をごらんください。 

 第１款資本的支出の第１項建設改良費を１，８００万円減額補正を行い、第１款資本

的支出の補正後合計額を２億７，３４０万６，０００円とするものです。 

 補正の内容につきましては、５ページの費目別内訳書をごらんください。 

 下表（２）の資本的支出の部について、資本的支出の第１項建設改良費、第２目水道

改良費の賃借料として三高浄水場の災害に伴う仮設の前処理装置レンタル料を１年分計

上していましたが、９月に本設の設置が完了したことから執行残分の１，８００万円を

減額するものです。 

 １ページに戻っていただきまして、第３条本文をごらんください。 

 予算第４条 本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額２億７６
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０万４，０００円を１億８，９６０万４，０００円に減額し、補塡財源である当年度分

消費税及び地方消費税資本的収支調整額９５７万円を８６９万７，０００円に減額、当

年度分損益勘定留保資金、１億２，６６３万６，０００円を１億３，８３９万４，００

０円に増額、及び建設改良積立金７，１３９万８，０００円を４，２５１万３，０００

円に改め補正するものです。 

 その他実施計画は３ページに、キャッシュフロー計算書は４ページに記載してあると

おりです。 

 以上で、説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉野伸康君）  以上で提案理由の説明を終わります。 

 これより、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 本案は、会議規則第３７条第３項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は委員会付託を省略いたします。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第１１  議案第３７号 

 

○議長（吉野伸康君）  日程第１１、議案第３７号 令和元年度江田島市下水道事業

会計補正予算（第３号）を議題といたします。 

 直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。 

 明岳市長。 

○市長（明岳周作君）  ただいま上程されました議案第３７号 令和元年度江田島市

下水道事業会計補正予算（第３号）でございます。 

 内容につきましては、企業局長から説明をいたします。よろしくお願いいたします。 
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○議長（吉野伸康君）  木下企業局長。 

○企業局長（木下 隆君）  それでは、議案第３７号 令和元年度江田島市下水道事

業会計補正予算について御説明いたします。 

 このたびの補正は、主に今年度事業の執行見込みによる事業費と、それに伴う財源の

減額補正を行うものです。 

 主な補正理由としては、豪雨災害の復旧工事に伴う人材不足などの影響から年度内の

完成が困難となったことによる予算の繰り越しや年度以降に事業を延期するために減額

等をするものです。 

 令和元年度江田島市下水道事業会計補正予算書、１ページをごらんください。 

 第１条 令和元年度江田島市下水道事業会計の補正予算（第３号）は次に定めるとこ

ろによる。 

 第２条 令和元年度江田島市下水道事業会計予算第３条に定めた収益的収入及び支出

の予定額を次のとおり補正するものです。 

 まず収入について。 

 第１款下水道事業収益の第１項営業収益を９８万２，０００円の減額。 

 第２項営業外収益を１，６１４万６，０００円の減額補正を行いまして、第１款下水

道事業収益の補正後合計額を１１億８，５１６万７，０００円とするものです。 

 支出については、第１款下水道事業費用の第１項営業費用を１，８８４万円の減額補

正を行いまして、第１款下水道事業費用の補正後合計額を１１億９，０３４万６，００

０円とするものです。 

 補正の内容につきましては、６ページの費目別内訳書をごらんください。 

 （１）収益的収入及び支出の部のまず下表の支出についてでございます。 

 下水道事業費用の第１項営業費用、第１目管渠費の委託料として、中田処理区の新ホ

テル建設地の汚水管移設の実施設計を外部委託せずに実施することができたため、４０

０万円の減額。 

 第２目処理場費として薬品費の実績見込み減に伴い１００万円の減額。 

 委託料については、浄化センターの維持管理委託費の執行残や、汚泥や脱水及び運搬

処分費などの実績見込みにより１，３８４万円の減額を行い、下水道事業費用として合

わせて１，８８４万円減額するものです。 

 次に、上表の収入については、下水道事業費用の減額に伴い、下水道事業収益の第１

項営業収益第１目一般会計負担金を９８万２，０００円減額、第２項営業外収益、第１

目一般会計補助金を１，６１４万６，０００円減額し、合わせて下水道事業収益を１，

７１２万８，０００円減額するものです。 

 １ページに戻っていただきまして。 

 第３条 予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するもの

です。 

 第３条本文の下段をごらんください。 

 まず収入について資本的収入の第１項企業債を２，１８０万円減額、第２項出資金を

５，９６９万８，０００円減額、第３項国庫補助金を４，９０６万６，０００円減額、
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第４項県補助金を３３万円減額、第５項負担金を４１０万円減額補正を行い、第１款資

本的収入の補正後合計額を３億５，７７５万１，０００円とするものです。 

 支出については、第１款資本的支出の第１項建設改良費を９，７６６万円減額補正を

行い、第１款資本的支出の補正後合計額を６億５，７１６万１，０００円とするもので

す。 

 補正の内容につきましては、７ページの費目別内訳書をごらんください。 

 （２）資本的収入及び支出の部のまず下表の支出についてでございます。 

 資本的支出の第１項建設改良費、第１目管渠整備費については、委託料として主に大

須・切串処理区の統合に伴う接続管路からの実施設計委託料の入札執行残などにより、

１，３３６万２，０００円の減額。 

 工事請負費については、主に災害復旧に伴う業者の人材不足の影響などから今年度執

行が困難となった工事などを合わせて５２５万３，０００円減額するものです。 

 第２目処理場整備費、委託料については、主に中央浄化センターなどの施設更新等の

計画策定などを実施する予定としていましたが、災害復旧などに伴う入札不調が頻発し

ている状況で、平成３０年度繰越事業の今年度内完了が精いっぱいといった状況である

ことから、今年度執行予定であった一部の業務について次年度以降に執行を延期するこ

ととし、７，４００万円減額するものです。 

 第３目資材購入費、工具器具及び備品購入費については、当初計画では本年度購入す

る移動脱水車の備品運搬車として軽トラックを購入する予定としていましたが、脱水作

業の業務に借上料として含めることとしたため、１０４万５，０００円の減額をするも

のです。 

 最後に、第４目災害復旧費、工事請負費については、道路等の災害復旧に合わせ、下

水道管の災害復旧工事を実施する予定としていましたが、年度内に道路等の復旧が困難

となったため、全額４００万円を減額し、令和２年度の予算に再計上するものです。こ

のことにより、第１款資本的支出の補正後合計額を６億５，７１６万１，０００円とす

るものです。 

 次に、上表の収入については建設改良費用の減額に伴い、資本的収入の第１項企業債

について、第１目第１節建設企業債を１，９００万円減額、第２目第１節災害復旧事業

債を２８０万円減額し、第２項出資金については、第１目第１節建設改良出資金を５，

９６９万８，０００円減額、第３項国庫補助金については第１目第１節社会資本整備総

合交付金を４，８９６万６，０００円減額、同じく第２節農山漁村地域整備交付金を１

０万円減額、第４項県補助金については第１目第１節県補助金を３３万円減額、第５項

負担金については第１目第１節一般会計負担金を４１０万円減額しまして、第１款資本

的収入の補正後合計額を３億５，７７５万１，０００円とするものです。これらは全て

建設改良費用の減額に伴うものです。 

 １ページに戻っていただきまして、第３条本文をごらんください。 

 予算第４条本文括弧書き中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額２億６，

２０７万６，０００円を２億９，９４１万円に増額し、補塡財源である当年度分消費税

及び地方消費税資本的収支調整額３，１１８万３，０００円を２，４０７万２，０００
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円に減額、過年度分損益勘定留保資金４，９７２万８，０００円を１，４３８万８，０

００円に減額、及び当年度分損益勘定留保資金１億８，１１６万５，０００円を２億６，

０９５万円に改め補正するものです。 

 ２ページをお願いします。 

 第４条 予算第５条に定めた企業債の限度額を第３条に示すとおり２，１８０万円の

減額補正を行い、４，７００万円に改めるものです。 

 第５条 予算第８条に定めた一般会計補助金を１，６１４万６，０００円の減額補正

を行い、１億４，４８６万９，０００円に改めるものです。 

 その他実施計画は３ページ、４ページに、キャッシュフロー計算書は５ページに、下

水道事業会計予算繰越計算書は８ページ、９ページに記載してあるとおりです。 

 なお、繰り越しの理由といたしましては、汚水管渠築造工事飛渡瀬３１施工に当たり、

２度の入札を実施しましたが災害復旧に伴う人材不足などの影響により、入札不調とな

り年度内の完成が困難となったため予算を繰り越しするものです。 

 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉野伸康君）  以上で提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 本案は、会議規則第３７条第３項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は委員会付託を省略いたします。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第１２  市長施政方針 

 

○議長（吉野伸康君）  日程第１２、市長施政方針を行います。 

 明岳市長。 
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○市長（明岳周作君）  それでは、令和２年度江田島市当初予算案の提出に際しまし

て、施政方針を述べさせていただきます。 

 初めに、昨年は先の皇太子徳仁親王殿下が５月１日に御即位され、令和の御代がスタ

ートするという、大きな１つの時代に節目がございました。 

 約３０年に及ぶ平成時代を振り返ると、バブル経済の終えん、米国での同時多発テロ

の発生、阪神淡路大震災・東日本大震災など、さまざまな出来事がございました。 

 本市における平成時代の最も大きな出来事は、やはり平成１６年１１月１日の４町合

併による江田島市の発足であろうかと思います。 

 その後、オリーブ栽培の振興や市内全域への光回線の敷設、体験型修学旅行の受け入

れなど、さまざまな新たな取り組みを進めてまいりました。 

 また、子育て支援施設や旅客ターミナル、市役所・消防庁舎など、町の基盤を支える

施設の整備、さらには、地域活動や事業活動への支援、地域おこし協力隊の登用など、

町に新たなうねりを生み出す取り組みを進めてまいりました。 

 結果として、近年はテレビや雑誌などのローカルメディアで本市の明るい話題が紹介

されることがふえていると感じております。 

 令和の御代においても、将来を見据えた変革を絶え間なく進めていくとともに、美し

い自然や豊かな農水産物、歴史的な遺構など、脈々と受け継がれてきた本市の恵みや伝

統を大切にし、暮らしやすくワクワクする江田島市を次世代に引き継いでいかなければ

ならないと、決意を新たにするところでございます。 

 さて、昨年末に厚生労働省が公表した人口動態統計の推計値によれば、昨年の年間出

生数は過去最少の約８６万人になる見通しとされました。 

 これに対し死亡数は約１３７万人であり、実に約５１万人もの自然減が見込まれてい

るところでございます。 

 本市においても、１月１日現在の人口は、昨年平成３１年の２万３，５０１人に対し、

令和２年は５６９人減の２万２，９３２人となっております。 

 この５６９人の内訳は、出生と死亡の差し引きである自然増減は３５１人の減、転入

と転出の差し引きである社会増減は２１８人の減であり、人口問題は、本市にとって最

大の課題であり続けております。 

 甚大な被害を受けた平成３０年７月豪雨の災害復旧はいまだ道半ばであり、最優先で

取り組むべき課題でございます。 

 それに加え、人口問題に対応し、将来にわたって元気で活力のある江田島市を築くた

めの取り組みは、同時に進めていく必要がございます。 

 昨年１２月に公表された、国の「安心と成長の未来をひらく総合経済対策」や、広島

県の「県政運営の基本方針２０２０」では、デジタル技術の活用による暮らしの変革の

促進や、社会で活躍する人材づくりなどが大きな柱に据えられております。 

 本市においても、こうした時代の潮流を見据えながら、明るい未来を生み出すための

仕組みをしっかりとつくり出していかなければなりません。 

 新たな「令和」という元号には、「人々が美しく心を寄せ合う中で、文化が生まれ育

つ」という意味が込められているとのことでございます。 
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 本市においても新たな時代は、「江田島市をよりよい町にしたい」という心を持つ内

外の多様な人々と力を合わせつつ、活力があり明るい未来を描くことができる町、江田

島市を築いてまいります。 

 予算編成方針についてでございます。 

 令和２年度の一般会計の予算規模は約１５８億円、前年度と比較して約１４億円の減

少となりました。歳入内訳では、人口減少により市税は約６，０００万円の減少、合併

特例加算の終了により地方交付税は約７，０００万円の減少となっております。 

 歳出においては、平成３０年７月豪雨災害の復旧に、前年度繰越額も含め約９億８，

０００万円を投じることとしており、令和２年度の予算編成は、特定目的基金の取り崩

しを含め約１７億２，０００万円の基金繰入金を計上するという大変厳しいものとなっ

ております。 

 今後を俯瞰いたしましても、歳入増加につながる要素に乏しいことから、効果の高い

ものへと施策の絞り込みを行わざるを得ない状況となりつつあります。 

 しかしながら、人口減少傾向の改善は、待ったなしの本市の最重要課題でございます。 

 令和２年度予算では、平成３０年７月豪雨災害の早期復旧に引き続き全力で取り組む

とともに、私の市政運営のテーマである「住む人も、訪れる人も『ワクワクできる島』

えたじま」づくりに向け、引き続き、「しごとの創出」「子育てしやすい環境づくり」

及び「健康寿命の延伸」の３つを重点テーマとして掲げ、本市の活力づくりに取り組ん

でまいります。 

 それでは、まず、平成３０年７月豪雨災害の早期復旧についてでございます。 

 令和２年度においては、災害復旧等に関する予算として、前年度からの繰越分を含め、

総額約１３億６，０００万円を執行いたします。 

 その内訳は、ハード面の災害復旧費として、一般会計及び企業会計において約９億８，

０００万円、急傾斜地崩壊対策事業や大原ポンプ場沈砂池堆積土浚渫工事などの災害関

連経費として約３億８，０００万円というものでございます。 

 これにより、平成３０年度以降、災害復旧費と災害関連経費は、３カ年の総額で約４

８億３，０００万円を計上したこととなります。 

 全国的な大規模災害の発生や建設需要の高まりによる入札不調などの阻害要因はあり

ますものの、最大限早期に災害前の暮らしを取り戻すとともに、災害に強い町を築くべ

く、取り組みを進めてまいります。 

 続きまして、重点テーマであります「しごとの創出」、「子育てしやすい環境づく

り」及び「健康寿命の延伸」についてでございます。 

 まず、１点目の「しごとの創出」についてでございます。 

 観光を産業として位置づけ、民間事業者が運営する長瀬海岸付近の新ホテルの建設支

援や駐車場整備等を実施いたします。 

 また、これまで観光戦略チーム「一歩」が積み重ねてきた議論や取り組みの１つの成

果として、「えたじまものがたり博覧会」という体験型観光プログラムを提供するイベ

ントを開催いたします。また、令和２年１０月からＪＲグループが展開する観光キャン

ペーン「せとうち広島デスティネーションキャンペーン」を活用した販売促進活動を実
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施いたします。 

 これらにより、市内の観光コンテンツの充実を図りつつ、観光客の誘引及び消費行動

の誘発を促進してまいります。 

 また、「しごとの場創出事業」において、企業のサテライトオフィスの誘致を図ると

ともに、起業や新分野進出、特産品開発など市内事業者を支援する「江田島市がんばり

すと応援事業」を引き続き実施し、新たなビジネス展開の創出などによる「しごと」の

活性化を図ってまいります。 

 また、新規就農者による農業用ハウス設備等の整備などの支援や、稚魚の集中放流や

魚の増殖場の整備による漁業資源の増進、新たな特産品として認知が高まりつつあるオ

リーブの振興、有害鳥獣の防除などにより、第１次産業の振興を図ってまいります。 

 本市の転出超過の最も大きな要因は、「しごと」を理由とするものであることには変

わりございません。就労世代が居住地を選択する際は、「しごと」の場の所在地が大き

な判断要素となるであろうことは容易に予想できるところでございます。 

 「しごとの創出」は、人口減少傾向の改善を図るための一丁目一番地であるとの思い

のもと取り組みを進めてまいります。 

 次に、２点目の「子育てしやすい環境づくり」についてでございます。 

 妊娠期、出産期における支援として、妊婦の方に対する健康診査交通費等助成に加え、

新たに、専門家のアドバイスなどを受けることができる「妊産婦支援事業」を創設し、

安心して出産や育児に臨むためのサポートを実施いたします。 

 また、幼少期の子育てを応援するため、子育て世代包括支援センター周辺に、遊具を

備えた広場等を整備するとともに、会員相互で子供の一時預かり等を行う「ファミリー

サポートセンター」の開設に向けた人材育成、さらには、病児・病後児保育の実施など

に取り組むことにより、快適で健やかな子育て環境の充実や、子育てに係る負担の軽減

を図ってまいります。 

 また、児童生徒に対しては、小学校のトイレの洋式化や、小中学生を対象に新たに学

力調査を実施するなど、ハード・ソフト両面において、よりより教育環境を整えてまい

ります。また、「さとうみ科学館」における「里海学習」や、小中学校が実施する地域

学習への支援など、本市ならではの特色ある教育活動を展開することにより、地域のこ

とを知り、地域に愛着を持つ子供を育んでまいります。 

 人口減少社会においては、子供は本市のみならず我が国全体にとっての宝でございま

す。未来を担う子供たちが、明るく健やかに育ち、郷土でしっかりと学び、広く活躍す

る力を持つ人材として成長できるよう、子育て環境を整えてまいります。 

 次に、３点目の「健康寿命の延伸」についてでございます。 

 市民の皆様が、本市で健康な暮らしを営むことができるよう、引き続き、がん検診の

受診勧奨や、高齢者へのインフルエンザ等の予防接種費用の支援などを実施し、疾病の

予防や早期発見・早期治療を促進してまいります。 

 また、生活習慣病の早期発見や重症化を予防するために健診事業を実施するほか、健

康相談や健康教育、運動の必要性を普及する人材の育成に取り組んでまいります。 

 また、住民主体の通いの場への参加活動に対するマイレージポイントの付与や、体力
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測定データ等の分析による地域包括ケアシステムの質の向上についても引き続き取り組

んでまいります。 

 さらには、住民主体の通いの場などにおいて、高齢者の皆様への保健事業と介護予防

の取り組みを一体的に実施することにより、虚弱いわゆるフレイル予防や介護予防をさ

らに推進してまいります。 

 これらの施策により、高齢者の皆様が幾つになっても、元気で地域での日常生活を送

るためのサポートを実施してまいります。 

 また、高齢者の皆様の知識技能を生かし、地域で活躍していただくために、老人クラ

ブやシルバー人材センターの活動を引き続き支援してまいります。 

 地域で安心して心豊かに暮らすためには、みずからも、そして周囲の方も健康である

ことが重要でございます。本市に暮らす市民の皆様が、元気で輝きながら生活を送るこ

とができる健康寿命の延伸に引き続き取り組んでまいります。 

 令和２年度予算は、厳しさを増す財政状況下にあって、平成３０年７月豪雨災害から

の復旧と、未来に向けた暮らしやすいまちづくりを両立させていく必要がございます。 

 今回の予算編成においては、子育て世代のサポートや、市民主体の活動への支援、外

国人市民への情報提供、文化の振興など、市民の皆様の暮らしにしっかりと目配りし、

今後のために仕組みを整えておくべき施策を盛り込むべく工夫をいたしております。 

 したがって今回の予算は、「あたたかな暮らしを築く予算」と言うことができると考

えております。 

 続いて、令和２年度当初予算の概要についてでございます。 

 令和２年度の当初予算は、一般会計が前年度と比べ１６億６，５００万円、８．５％

減の１５８億２，０００万円といたしました。 

 また、特別会計は９会計で、前年度と比べ３７０万円増の８０億１，９００万円、企

業会計は２会計で、前年度と比べ３億９，０００万円、１２．９％増の３４億９００万

円といたしました。 

 企業会計を含む総予算規模は２７２億４，８００万円で、前年度比３．８％の減でご

ざいます。 

 一般会計の内容を歳入から見ますと、市税は、納税義務者数の減による個人市民税の

減少、土地評価額の下方修正による固定資産税の減少などにより、前年度と比べ６，１

００万円、２．４％の減でございます。 

 地方交付税のうち普通交付税は、昨年度で合併特例加算が終了となりました。 

 地域振興費やその他の教育費など基準財政需要額の算定見直しなどを考慮し、前年度

と比べ１億円、１．８％の減を見込んでおります。 

 国庫支出金は、国庫負担金で、災害復旧費国庫負担金の減少などにより、２億４００

万円、１４，１％の減、県支出金は、県委託金で、参議院議員選挙費委託金の減により

３，１００万円、３．８％の減としております。 

 市債は、消防庁舎建設事業の完了、認定こども園のうみ整備事業、公共施設再編整備

事業などの減少により、前年度と比べ１５億７，０００万円、４６．２％の減としてお

ります。 
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 なお、先ほども申し上げましたとおり、財源調整として、前年度と同様、基金の取り

崩しを行っており、今回の予算では、財政調整基金から１６億６，０００万円を見込ん

でおります。 

 一般会計におけるプライマリーバランスは黒字となり、令和２年度末の市債残高は、

令和元年度末に比べ、１億６，２００万円減少する見込みでございます。 

 歳出におきましては、義務的経費は、会計年度任用職員制度の創設に伴う報酬、給料、

手当等、共済費などの増により人件費が増加し、市債の借入増に伴う元金償還金の増に

よる公債費の増加により、全体で１億６，５００万円、２．３％の増としております。 

 投資的経費については、平成３０年７月豪雨災害に伴う災害復旧費が減少したほか、

社会資本整備総合交付金等の国・県補助金を活用した、漁港機能保全工事、道路維持・

道路改良事業に伴う、補助事業が６，７００万円、１３．１％の減、港湾建設事業県負

担金などの増加による県営事業負担金が１億４，９００万円、７１．４％の増としてお

ります。 

 また、単独事業は、継続費事業で実施している消防庁舎及び能美出張所建設工事の完

了などにより、１９億４，８００万円、６４．９％の減となり、全体で１９億５，７０

０万円、４５．８％の減としております。 

 補助費等については、魅力ある宿泊観光関連施設整備事業の新ホテル等整備事業補助

金の増により４億３，０００万円、１９．１％の増、繰出金については、宿泊施設事業

特別会計への繰出の増加などにより、５，８００万円、５．４％の増としております。 

 続いて、主要施策についてでございます。 

 それでは、令和２年度の主要施策について、第２次総合計画に掲げる７項目の施策体

系ごとに新規・拡充事業を中心に御説明いたします。 

 まず、１点目の、教育・文化部門である「人が育ち、輝くまち」についてでございま

す。 

 １つ目、児童のストレス解消や避難所としての使用の観点から、小学校のトイレの洋

式化を推進いたします。 

 ２つ目、より効果的な学力向上の取り組みに資するため、小学校全学年及び中学校

１・２年生を対象に学力調査を実施いたします。 

 ３つ目、学校施設の維持管理等に係るトータルコストの縮減や費用の平準化を図るた

め、中長期的な長寿命化計画を策定いたします。 

 ４つ目、本物の芸術に触れる機会を提供するため、プロの音楽家による高水準のコン

サートを開催いたします。 

 ５つ目、ふるさと再発見事業の一環として、ふるさとの古写真を取りまとめた写真集

を作成するとともに、民俗文化財を継承する活動に対する支援を実施いたします。 

 次に、２点目の、産業・観光部門である「元気な産業・観光を生み出すまち」につい

てでございます。 

 １つ目、本市の観光拠点となる新ホテルの建設・開業に向けた補助や温泉関連機器の

整備を実施いたします。 

 ２つ目、観光戦略チーム「一歩」の取り組みとして、秋ごろに、本市の魅力的な体験
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観光プログラムを博覧会形式で提供するイベントを開催いたします。 

 ３つ目、本市の自然環境や都市圏との近接性などの事業環境をＰＲするとともに、地

域でのビジネス展開に向けた多様な企業ニーズに対して訴求力のある提案を行うことに

より、先端デジタル技術を有する企業のサテライトオフィスの誘致を図ってまいります。 

 ４つ目、近隣自治体と連携し、農水産物や加工品、直売所、農林水産体験などを紹介

するガイドマップを作成いたします。 

 ５つ目、広島県と連携し、オニオコゼやキジハタの稚魚の集中放流や魚の増殖場の整

備により、水産資源の増大を図ってまいります。 

 次に、３点目の福祉・保健部門である、「健康で安心して暮らせるまち」についてで

ございます。 

 １つ目、快適で健やかな子育て環境を整えるため、子育て世代包括支援センター周辺

に遊具を備えた広場等を整備いたします。 

 ２つ目、妊産婦とその家族が安心できる出産や育児をサポートするため、助産師等に

よるアドバイスや個別訪問、産後の健康診査助成を実施いたします。 

 ３つ目、会員相互で子供の一時預かり等を実施するファミリーサポートセンターの開

設に向け、預かり会員の必要な知識の習得を促進してまいります。 

 ４つ目、生活習慣病の発症を予防するため、健康相談や健康教育、運動の必要性を普

及する人材を育成いたします。 

 ５つ目、地域における自主的な介護予防活動を支援するため、マイレージポイントの

交付を実施いたします。 

 次に、４点目の生活環境部門である「生活と環境を守り、高めるまち」についてでご

ざいます。 

 １つ目、本市の温室効果ガスの排出量を算定し、地球温暖化対策の実行計画を策定い

たします。 

 ２つ目、景観及び環境悪化を招く海岸漂着ごみを回収・処理し、美しい海と海洋資源

の保全を図ってまいります。 

 ３つ目、里山林に親しんでいただくため、野登呂山と砲台山をつなぐ登山道を開削い

たします。 

 ４つ目、下水道計画区域外の水洗化を促進するため、合併浄化槽の設置を支援いたし

ます。 

 次に、５点目の安全・安心部門である、「災害に強く、安心して暮らせるまち」につ

いてでございます。 

 １つ目、大規模災害時における事業所等の人的・物的資源の提供による防災協力体制

を構築するため、防災活動への協力意欲を有する事業所等の登録制度を創設いたします。 

 ２つ目、２４時間体制で業務を行う消防の特性を生かし、消防署において、休日や夜

間の住民票の写しなどの交付を開始いたします。 

 ３つ目、災害時の被害軽減等を図るため、防災資材を補充・整備いたします。 

 ４つ目、災害に強いまちづくりを推進するため、防災関係機関等が連携し、総合防災

訓練を実施いたします。 
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 ５つ目、災害の未然防止を図るため、各ポンプ場に監視カメラを設置いたします。 

 次に、６点目の基盤部門である「しっかりとした基盤を備えたまち」についてでござ

います。 

 １つ目、沖美地区の港湾施設と地域交流拠点の充実を図るため、三高港ターミナルと

三高交流プラザの一体的整備及び周辺整備等を実施いたします。 

 ２つ目、施設の適正な維持管理を図るため、中町雨水排水センターの修繕・改築工事

を実施いたします。 

 ３つ目、「公共施設のあり方に関する基本方針」に基づき、地域の公共施設の再編整

備を実施いたします。 

 ４つ目、空き家の活用を促進するため、市が空き家を借り上げ、改修した後に貸し出

す取り組みを実施いたします。 

 次に、７点目の地域部門である「地域が元気で、にぎやかなまち」等についてでござ

います。 

 １つ目、来訪や居住など、本市との「縁」がある方を掘り起こし、関係性を深めるた

めの応援組織を結成いたします。 

 ２つ目、視覚障害のある方や日本語の読み下しが困難な外国人市民などが市広報誌で

情報を取得できるよう、読み上げ機能や多言語化機能を持つデジタルブック閲覧アプリ

を導入いたします。 

 ３つ目、「協働のまちづくり」のさらなる活性化を図るため、地域や市民団体が主体

となって取り組むまちづくり活動を支援いたします。 

 ４つ目、都市部在住の意欲ある人材を地域おこし協力隊として登用し、地域の課題解

決や活性化を図ってまいります。 

 ５つ目、多文化共生社会の実現を図るため、外国人市民との交流イベントなどを実施

いたします。 

 最後に、企業会計についてでございます。 

 水道事業については、広島県及び県内市町と連携し、水道事業の広域化を促進すると

ともに、水道施設の耐震化等の整備を実施し、安全でおいしい水の安定供給を図ります。 

 下水道事業については、持続的・効率的な施設の更新改築や維持管理などに努め、生

活環境の改善や水環境の保全を図ってまいります。 

 なお、職員の知見を高め、多面的な思考力を養うため、職員研修や県・他市町との人

材交流に引き続き取り組み、市の組織力の向上を図ってまいります。 

 中国の故事成語に、「愚公山を移す」という言葉がございます。 

 これは、愚公という老人が交通の妨げになる険しい山を削って平らにしようとしたと

ころ、「無理だ」と言う人があったため、「自分の代で成しとげられなくても、自分に

は子や孫がいる。しかし山がふえることはない。どうして平らにできないことがあろう

か。」と答えたという故事によるものでございます。 

 我々は、先達から受け継いできたこのふるさと江田島市を、子や孫に引き継いでいく

使命がございます。 

 愚公のように、次世代、その次の世代に残すべく暮らしの姿を見据え、それを築くた
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めに今できる最善の努力を尽くすことを申し上げまして、新年度の予算説明とさせてい

ただきます。 

 ありがとうございました。 

○議長（吉野伸康君）  これで市長施政方針を終わります。 

 この際、暫時休憩いたします。１４時１０分まで休憩します。 

                           （休憩 １４時００分） 

                           （再開 １４時１０分） 

○議長（吉野伸康君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 明岳市長。 

○市長（明岳周作君）  失礼いたします。先ほどの私の施政方針の中で、読み間違え

が１カ所ございまして大変申しわけございません。 

 施政方針の４ページの後段、令和２年度当初予算の概要のところに続きます、１行目

のところ、一般会計が前年度と比べ１４億６，５００万円を、私１６億と読み間違えて

しまいました。大変大事な部分を間違えまして、大変申しわけございません。今後はそ

ういうことのないよう努力しますので、どうぞよろしくお願いいたします。申しわけあ

りませんでした。 

 

日程第１３  議案第１号～日程第２４  議案第１２号 

 

○議長（吉野伸康君）  この際、日程第１３、議案第１号 令和２年度江田島市一般

会計予算から、日程第２４、議案第１２号 令和２年度江田島市下水道事業会計予算ま

での１２議案を一括議題といたします。 

 直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。 

 明岳市長。 

○市長（明岳周作君）  ただいま一括上程されました、議案第１号から議案第１２号

までの令和２年度の各会計の当初予算案について、御説明いたします。 

 まず、議案第１号 令和２年度江田島市一般会計予算でございます。歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ１５８億２，０００万円と定めるものでございます。先ほど私

が施政方針で述べましたものが、この一般会計の当初予算の中に網羅されております。 

 続きまして、議案第２号から議案第１０号までは、令和２年度江田島市国民健康保険

特別会計予算を初めとする９つの特別会計予算の提案。 

 議案第１１号及び議案第１２号は、令和２年度江田島市水道事業会計予算及び令和２

年度江田島市下水道事業会計予算、２つの企業会計予算の提案でございます。 

 内容につきましては、これから慎重かつ十分な御審議をいただくとともに何とぞ適正

なる御判断、議決を賜りますようよろしくお願い申し上げまして、提案理由の説明とさ

せていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉野伸康君）  以上で提案理由の説明を終わります。 

 お諮りします。 

 ただいま一括議題といたしました議案第１号 令和２年度江田島市一般会計予算から
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議案第１２号 令和２年度江田島市下水道事業会計予算までの１２議案については、全

議員で構成する予算審査特別委員会を設置し、各常任委員会の所管事項別に各分科会へ

分割付託し、休会中の審査とすることにしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって、本１２議案は全議員で構成する予算審査特別委員会を設置し、これに付託し

て休会中の審査とすることに決定いたしました。 

 お諮りします。 

 ただいま設置されました、予算審査特別委員会の正副委員長の選任については、いか

がいたしましょうか。 

（「議長一任」の声あり） 

 議長一任とのことですが、これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 それでは、議長において委員長に登地靖徳議員、副委員長に浜西金満議員を指名いた

します。 

 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 なお、あす２月２７日から３月１１日までの１４日間は予算審査等のため休会とし、

次回は３月１２日に開会いたしますので、午前１０時に御参集願います。 

 本日は、御苦労さまでした。 

                            （散会 １４時１５分） 

 


